
宗像市立小'|｣学校管理規則の一部を改正する規､1１

宗像市立小中学校管理規則（平成１５年宗像市教育委員会規ⅡＩ第１３号）の一部を

次のように改正する。

第１８条の次に次の１条を加える。

（学校事務の共同実施）

第１８条の２教育委員会は､学校における事務処理体制の整備及び効率化並びに学

校運営に関する支援を行うため､共同実施グループを置くことができる。

２共同実施グループの組織、運営等に関し必要な事項は「宗像市立小中学校事務の

共同組織運営等に関する規程」の定めるところによる。

附則

この規則は､平成１９年４月１日から施行する。






